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令和４年９月２１日公表 

 

令和４年度 第１回東京支社入札監視委員会定例会議議事録 

開催日及び場所 令和４年８月２９日（月）  東京支社 

出席委員 

（敬称略。委員については、

５０音順。） 

委員長： 飯田 直久（弁護士） 

委 員 ： 井上  徹（横浜国立大学国際社会科学研究科教授） 

岡田 正則（早稲田大学大学院法務研究科教授） 

長田  敦(弁護士) 

南部 利之(元 公正取引委員会事務総局審査局長) 

審議対象期間 令和３年７月１日～令和４年３月３１日 

抽出案件 総件数     ５件 （備考） 

工事（一般競争入札・ 

公募併用型指名競争入札） 

         ３件  

調査等（指名競争入札・ 

不落特命契約） 

         ２件  

委員からの意見・質問、それ

に対する回答等 
（別紙のとおり） 

 

委員会による意見の具申又

は勧告の内容 

今回の審議案件について、特に問題なく妥当と判断する。 

以下 2 点ほど委員会から申し上げる。 

現場が点在するような工事について、円滑に入札・契約が進められるよう、

発注単位や発注時期、コストの問題なども含めて比較検討をしながら進め

ていただきたい。 

指名競争について、多数を指名しても参加のない場合や指名から漏れた

者が公募で参加している場合などがあり、指名基準が曖昧に感じられる部

分がある。指名基準を再度検討いただくとともに、新しく採用された入札参

加意思確認型について適用が適切と判断されれば拡大を図るなど、柔軟

な検討によって、適切な契約手続を進めてもらいたい。 
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別紙 委員からの意見・質問、それに対する回答等 

１．入札執行状況等に関する統計のとりまとめ及び分析結果の報告 

意見・質問 回答 

① 全体的な入札の傾向としては、改善傾向

にあると考えて良いのか。 

 

② 工事における、2019 年度以降に平均応

募者数が大きく減っているが、その理由

は。 

 

 

 

 

③ 傾向を分析するのであれば、平均応札者

数を平均応募者数（指名者数）で割った

数値を指標とした方が良いのではない

か。 

① 数字上、若干の改善傾向が見られます

が、誤差の範囲とも言えますので、今後

も注視して行きたいと考えています。 

② 平均応募者数は、一般競争の応募者数

と指名競争の指名者数を足した数字に

なっています。 

2018 年度までは指名競争において多く

の者を指名していましたが、2019 年度以

降は指名者数を減らすこととしたため、

平均応募者数が減っています。 

③ 分析の仕方を工夫していきたいと考えて

います。 

 

 

２．入札及び契約に係る談合等不正行為等の疑義事案の報告 

意見・質問 回答 

特になし  
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３．抽出案件の審議 

（１）工事（一般競争入札） 

工事名：東名高速道路 流通元町橋塗替塗装工事 

① 本件は現場が受注者の近傍にあったこと

などの条件が揃っていたため低価格とな

った特殊事例であって、塗替塗装工事に

おいて一般的に当てはまるものではない

ということか。 

② 技術資料を作成し、競争参加資格が認め

られている者が辞退している理由は何

か。 

 

 

③ 資料に添付された総合評価方式の概念

図の説明に「価格評価点は調査基準価

格以上の最低入札者が満点」となってい

る。本件の価格評価点は、最も調査基準

価格に近い金額を提示者が 50 点満点に

なるのではないのか。 

④ 資料の位置図を見ると、本件の現場近傍

にも同じように取り付け道路を跨ぐ高速道

路があるように見えるが、こちらを本件の

発注単位に含めなかった理由は何か。 

① 塗替塗装工事の発注数が多くないため

一般的なことを申し上げにくいところで

はありますが、本件は特殊性があったと

考えています。 

 

② 各々の社の判断によりますが、技術資

料の提出から開札までに、しばらく時間

が空くことから、その間に別の案件を落

札して、本件では技術者が配置できな

くなった、などの理由が考えられます。 

③ 本件では応札した全社が調査基準価格

を下回る価格を提示しており、この場

合、調査基準価格が 50 点満点となるた

め、最も調査基準価格に近い金額を提

示した者においても 50 点満点とはなっ

ていません。 

④ 塗装時期では無かったなどの理由から、

流通元町橋のみが工事箇所とされてい

るものです。 

 

（２）工事（一般競争入札・公募併用型指名競争入札） 

工事名：東名高速道路(特定更新等)  

大井松田 IC～御殿場 IC 間(上り線・下り線右ルート)のり面排水施設更新工事 

① 本件は公募併用型指名競争入札を適用

した案件であるが、本契約方式の適用と

して成功例であると評価してよいものか。 

 

② 落札率が高い原因として、工事現場に無

理があって、見積が十分ではなかったと

いうことがあるのか。 

 

 

 

 

 

 

① 現場が点在する難しい案件において、

指名した者と公募による者によって競

争がなされており、成功例であると考え

ています。 

② この工事は、2 パーティーでの施工で、

順次のり面を移って行き、概ね 2 年程度

でしゅん功できる工事量を想定している

ものです。一般道側からの着手は比較

的施工しやすいということも含め、対象

ののり面の箇所を決めていました。 

諸経費の差が大きいところですが、工事

着手時の準備費用、安全費について乖

離が大きかったと見られます。また一般
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③ NEXCO との間で大きな価格差となってい

る理由をどのように考えているか。 

 

 

④ 公募の 1 者が指名対象になっていなかった

理由は。31 者指名しながら、29 者も辞退

している状況について、指名基準に疑問

が残る。 

⑤ 公募併用型指名競争入札では、開札後

に競争参加資格を確認する事となってい

るが、開札前に競争参加資格を確認して

もよいのではないか。 

⑥ 本件は施行箇所が広範囲に散らばると価

格が高くなるパターンの案件である。工期

の問題などから受注者は複数の現場管

理が必要になってくるものであり、積算に

おいて、そのような配慮も必要なのではな

いか。単純に率で積算すると、このような

結果になる。 

管理費も大きな差がありました。 

③ 受注者との間で規模感や施工性に係る

考えの相違が出ているものと考えますの

で、今後の施工確認の中で確認して行

きたいと考えています。 

④ 次回委員会にてご説明させていただき

ます。 

 

 

⑤ 次回委員会にてご説明させていただき

ます。 

 

 

⑥ 施工箇所が点在した工事は類似した傾

向にあると考えるため、施行実態を踏ま

えた現地と基準との乖離を分析し、今後

の発注手続きに生かしていきたいと考え

ています。 

 

 

 

（３）工事（指名競争入札） 

工事名：東名高速道路 富士管内防護柵改良工事(2021 年度) 

① 一般競争入札の不調後の指名競争入札

において、1 者入札となっており、落札価

格が高くなりそうなものだが、低入札とな

った理由は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 当初の一般競争には参加者がなく、指名

競争でもほとんどの者が辞退しているが、

なぜ競争にならなかったのか。 

 

③ 事案 2 では公募併用型指名競争入札を

① 応札者は前年度も富士管内の防護柵工

事を受注しており、一般競争入札の公

募期間中はその工事の工期内であった

ため応募できなかったと考えられます。 

再発注の指名競争入札時点では、前年

度の工事がしゅん功したため応札できた

ものと考えられますが、結果として同一

事務所の同種工事の連続受注となり、

前回工事から流用できる部分もあったこ

と、資材コストを抑えられる会社体制もあ

ったため、価格を安く設定できたものと

考えられます。 

② 本件において確認したものではありませ

んが、一般的に言えることとして、配置で

きる技術者がいなかったということがあっ

たのではないかと考えています。 

③ 事案 2 は施行範囲が点在している点
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採用しており、本件では当初、一般競争

入札を採用しているが違いは何か。 

 

や、最近の不調状況を考慮した上で社

内規程に照らし、概算金額から公募併

用型指名競争入札が選択されていま

す。 

本件の防護柵工事は、工事内容に特殊

事情も無かった事から通常の一般競争

入札によって手続きを進めたものです。 

 

（４）調査等（指名競争入札） 

調査等名：東京外かく環状道路 東名・中央ジャンクション家屋事前調査(令和 3 年度) 

特になし  

 

（５）調査等（入札参加意思確認型競争入札） 

調査等名：新湘南バイパス 赤羽高架橋他 1 橋鋼橋耐震補強設計 

① 本件は入札参加意思確認型競争入札を

採用しているが、どのような特徴があって

結果に結びついているか。 

 

 

 

 

② 辞退した者に辞退理由は確認したのか。 

手続きに無駄が無く良い方式であると考

えられるが、どうか。 

 

 

③ 辞退者へのアンケートを必須となると、嫌

がる者も多いのでは。 

 

 

① 参加意思を表明した者を指名する方式

であるため、指名に際して不成立が起

こらないということになります。本件では

5 者から参加意思が示され、うち 1 者は

辞退があったものの、確実に入札参加

者が得られるという点で、不調対策とし

て良い方式であると考えています。 

② 本件では辞退理由を確認していません

が、今後確認する事を考えていきたいと

思います。本方式は、不調対策としては

有効であると考えられますので、活用し

ていきたいと考えています。 

③ アンケートは従前から任意でお願いし

ているところで、参加者への強制にな

らない形で電話などを活用していき

たいと考えています。 

 


